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障害者活躍推進計画 

機関名 岩見沢地区消防事務組合 

任命権者 岩見沢地区消防事務組合 消防長 

計画期間 令和２年４月１日～令和７年３月３１日（５年間） 

岩見沢地区消防

事務組合におけ

る障がい者雇用

に関する課題 

 岩見沢地区消防事務組合は、岩見沢市または月形町からの派遣者で

構成されており、プロパー職員はおらず、また、派遣元においても消防

職については、職務の特殊性から、障がい者に限定した募集・採用は行

っていない。 

 しかし、中途障がい者（在職中に疾病・事故等により障がい者となっ

た者をいう。）が発生する場合も考えられ、職員は、障がいに対する理

解の促進が重要となる。 

目標 

採用に関する目

標 

障がい者雇用の推進に関する理解を促進するため、派遣元が開催する

障がい者雇用セミナーや北海道労働局が開催する「精神・発達障害者し

ごとサポーター養成講座」の受講案内を行い、参加を募る 

取組内容 

１．障がい者の活躍を推進する整備体制 

(1)人材面 〇派遣元で開催する障がい者雇用セミナーの受講者を募る。 

〇北海道労働局が開催する「精神・発達障害者しごとサポーター養成講

座」の受講案内を行い、参加を募る 

２．障がい者の活躍を推進するための環境整備・人事管理 

(1)募集・採用 ○市長部局で募集する障がい学生のインターンシップや特別支援学校

の生徒の職場実習の受け入れについて協力する。 

(2)その他の人

事管理 

○中途障がい者が発生した場合について、円滑な職場復帰のために必

要な職務選定、職場環境の整備等や通院への配慮、働き方、キャリア

形成等の取組を行う。 

４．その他 

 ○国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する

法律に基づく障がい者就労施設等への発注等を通じて、障がい者の

活躍の場の拡大を推進する。 

 


